
相談員

曜日

開始時間

4月 ☆ 2 日 8 日 22 日 24 日

5月 ★ 7 日 13 日 27 日 22 日

6月 ☆ 4 日 10 日 24 日 26 日

7月 ★ 2 日 8 日 22 日 24 日

8月 ☆ 6 日 12 日 26 日 28 日

9月 ★ 3 日 9 日 30 日 25 日

10月 ☆ 1 日 14 日 28 日 23 日

11月 ★ 5 日 11 日 25 日 27 日

12月 ☆ 3 日 9 日 23 日 25 日

1月 ★ 7 日 13 日 27 日 22 日

2月 ☆ 4 日 10 日 24 日 26 日

3月 ★ 4 日 10 日 24 日 26 日

　

成年後見制度・権利擁護　無料相談

成年後見制度
権利擁護

相談会
（個別相談）

説明会
（基礎編）

相談会
（個別相談）

社会福祉士 司法書士 弁護士

第1水曜日 第2・第４火曜日 第4木曜日

☆午前10時30分
★午後  1時30分

午後2時 午後2時

（水） （火） （火） （木）

（水） （火） （火） （木）

（水） （火） （火） （木）

（水） （火） （火） （木）

（水） （火） （火） （木）

（水） （火） （火） （木）

（水） （火） （火） （木）

（水） （火） （火） （木）

（水） （火） （火） （木）

（水） （火） （火） （木）

（水） （火） （火） （木）

（水） （火） （火） （木）

会場・予約・問合せ

荒川区社会福祉協議会 成年後見・権利擁護センター あんしんサポートあらかわ

荒川区南千住１－１３－２０

電話 ３８０２－３３９６ FAX ３８９１－５２９０

http://www.arakawa-shakyo.or.jp/

Email koukensoudan@arakawa-shakyo.or.jp

７年度 予約制

成年後見制度って何？ 成年後見制度の申立て方法がわからない！

後見人になったけれどどうしたらよいの？

親族の面倒を誰も見たがらない。この場合誰が面倒をみてくれるの？

このような場合に弁護士や司法書士・社会福祉士が相談に応じます。

ホームページ メール

メールはこちら

R7.3


